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能登地方における葬制墓制 ・慣行調査
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(昭和54年9月30口 受理)

は じ め に

若狭地方の両墓制の調査 ・研究は,大 飯郡 ・三方町 ・小浜市 ・遠敷郡などにおいてかな

りすすんでいる1).そ してすべてに両墓制があるとされている.し かし敦賀以北において

は実態調査が されず,ま た両墓制はないと言われている.だ が これは事実だろ うか.

とい うのは若狭では,真 宗は火葬であるが禅宗 ことに曹洞宗には両墓制が多 くみ られ

る.と すれば,嶺 北に永平寺,能 登に総持寺と,曹 洞宗の二大本山がある点か らみて,敦

賀以北に両墓制がないのはおかしいと思 う.ま た真宗即火葬,曹 洞宗即両墓制と言えるか

どうか も問題である.真 宗にみるならば,現 在真宗であって も古 く真言宗あるいは天台宗

であった寺院は少なくない.真 宗寺院に,五 輪石塔や宝籐印塔などの石塔のあることもこ

れを裏付けている.だ か ら真宗勢力が増大する以前に,両 墓制のあった可能性 は充 分 あ

る.第 一次葬地の火葬場をサンマイと1呼び,第 二次葬地の墓地をハカ,マ イ リバカとして

いることもこれを傍証する.さ らに若狭の大飯郡に高浜町があり,能 登の羽咋郡にも高浜

町がある.こ れは前者の住民が後者へ移動しTの ではないか と考えられる.ま た羽咋郡滝

崎か ら高岩岬 ・海士岬一帯,及 び海士岬か ら鳳至郡門前町皆月0帯 の漁村では南西の風の

ことを,い つの頃か らか 「若狭の風」と呼んでいる.こ こに も若狭 と能登の交流がありそ

うに、思える.

以上の諸点か ら,敦 賀以北 ことに能登に両墓制のあることは充分に推定できる.そ して

これを確かめようとす るのが,本 論文の意図である.な おこのナこめには色々の角度か ら実

証すべ きであるが,今 回は各寺院に問い合せたアンケー トの結果を集約し,そ れを述べる

ことにした.ア ンケー ト回収率はや く三分之一である.

註

1)佐 藤米司 『葬送儀礼の民俗』

*史学研究室
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大林太郎 『葬制の起源』

小川進勇 「小浜市の両墓制」『小浜市史紀要第三輯』

小林0男 「若狭三方郡における両墓制賃料その他」『若越郷土研究三ノー』

礎貝勇 「丹波地方及びその周辺における両墓制について」『綾部高校研究紀要第二輯』

最上孝敬 『若狭大島村の両墓制』

竹谷聰進 『両墓制入門』

1調 査 方 法

(1)調査対象

能登半島全域 を対象に無差別で1)寺 院を抽出し,下 記地域で昭和50年(1975)6月15日

よ り同年7月14日 まで往復はがきにより,調 査 を実施した.な お,ア ンケー ト方式で行っ

たものであ り便宜上整理番号を付 してお く.

註

1)寺 院については ・別表 に挙 げたが・時代 によって宗派の異動があるので,宗 派に こだわ りな く抽出

した.

(2)調査 箇所 お よ び地 域

七 尾 市 につ い て は・A-N=温 か らNα20ま で,輪 島市 はB‐Na1か らNa18ま で,珠 洲市 は

C-N=汲 か らNa11ま で,羽 咋 市 はD‐Na1か らNa11ま で,羽 咋郡 はE‐NaXか らNa25ま

で,鹿 島 郡 はF-NL1か らNa16ま で,鳳 至 郡 はG-N滋 か らNα7ま で,珠 洲郡 はH‐Na1

か らトh3ま で と して記 号 表 示 した.各 寺 記 号 は別 表 参 照.

亜 回収サンプル

＼
¥¥ 地 区 別 回 収 数 ＼ 、 地 区 別 回 収 数

A

B

C

D

E

七尾市

輪島市

珠洲市

羽咋市

羽咋郡志賀町

富来町

押水町

志雄町

0

8

1

1

8

8

2

7

9
臼

-
↓

-
↓

-
⊥

F

G

H
...............

鹿島郡鳥屋町

鹿西町

中島町

鹿島町

田鶴浜町

鳳至郡能都町

門前町

珠洲市内浦町

2

4

4

4

2

5

2

3
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ア ンケ0ト 回答 概 要(市 ・郡 別 集 約)

ア ンケ ー ト内容

1.第 一次 墓 地 の名 称

サ ン マ イ,ミ バ カ,ノ バ カ,ノ ボ チ,イ ケバ カ,ウ メバ カ,ワ バ カ,ス テ バ カ,ア タ

リ,マ ル カ,そ の他.

2.第 二 次 墓 地 の名 称

ハ カ,バ カ シ ョ,ラ ン トウ,ラ ン トウバ,ヒ キ バ カ,ヒ キ ボ シ ョ,タ ッチ ュ ウ,マ イ
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リバ カ,カ ラム シ ョ,タ ッ シ ョ,そ の他.

3.両 墓 の所 在 地

4.第 一 次 墓 の 墓 標 の形 式

5.埋 葬 後 い つ ま で第0次 墓 に 参 るか

6.ヒ キ バ カす る時 期

7.両 墓 間 の 物 的 関 係

8.そ の 他

以上8項 目に つ い て 調査 記 載す る.

1.第 一次墓地 の名称

＼ 地 区 別 サンマイ ノ バ カ イケバカ 隊 当なし そ の 他

A

B

C

D

E

F

G

H

＼
＼
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島

洲
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咋
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羽

郡島鹿

郡

郡

至

洲

鳳

珠

穿
ロ

4

2

1

3
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(

1
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3

ρ0

4

(U

ρO

nU

-
↓

-
よ

1
1

9
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0
ゾ

7
-

ー
ム

83

ノボチ1

ミバ カ1

※()は サンマイと も言 っている.

七尾 市 小 島 町(A-2)で は,サ ンマ イ,ノ バ カ,ス テバ カ,マ ル カ,カ ク シ バ カ と い

い,珠 洲 市 宝 立 町 宗玄(C-1)で は,明 治 以 前 は フ ン マ イ,ノ バ カ,イ ケ バ カ,ウ メバ

カが 相 当数 あ っ た.

七 尾 市(印 勝 寺),珠 洲市(覚 性 寺)又 鹿 西 町 能 登部 下(長 楽 寺)で は,ミ バ カ と言 っ て

明 治 初 年 頃 まで 土 葬 が 行 わ れ た.鹿 島 郡 中島 町 田岸(常 光 寺)で は,ノ ボ チ と 言 っ て い

る.

第0次 墓 地 の名 称 に火 葬 場 を サ ン マ イ と記 し た もの は,七 尾 市 相 生 町,輪 島市 金 蔵,珠 洲

市 正 院 町,蛸 島 町,羽 咋 市 吉 崎 町,千 路 町,寺 家,志 賀 町二 所 ノ宮,上 棚,志 雄 町子 浦,

中 島 町上 町,鳥 屋 町良 川 等 で あ る.

2.第 二次墓地の名称

＼1地 区 別1ハ カ ハカシヨ

(6)※

i

ラン トウ 該当な し1そ の 他

A

B

C

D

E

F

七 尾 市

輪 島 市

珠 洲 市

羽 咋 市

羽 咋 郡

鹿 島 郡

只
)
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9
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9
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9
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計＼
※()は バ カ と も言 って い る.

七 尾 市 小 島 町(印 勝 寺)で は,バ カ,バ カ シ ョの ほか に,ヒ キ バ カ,タ ッシ ョ,マ イ リバ

カ と も言 っ て い る.

羽 咋 市 寺 家 町(日 蓮 宗)で は ハ イ塚 と言 う(火 葬).

内浦 町 満 泉 寺(満 泉 寺)で は マ イ リバ カ と言 う.

3.墓 の 所 在 地

＼ 地 区 別 寺の翻 侍 山 共 剛 私 剤 そ の 他
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計＼
※()は 本来共同墓地で あったがある時期 に私有地にな った もの.

輪島市小伊勢(常 田寺)で は私有地であり,畑,田,山 等で定まっていない。

珠洲市三崎町(光 楽寺)で は私有地か部落共有地.

羽咋市寺家(日 蓮宗)で は本墓は寺にハイ塚は部落共有地にある.

墓の所在地に共同と私有地 と計 した ものは,輪 島市鈴屋,珠 洲市三崎町,羽 咋市千路町,

円井町,鹿 島町小竹等である.

4.第 一次墓の墓標の形成

そ の 他回答 なし

 

塔石形式なし地 区 別1五 輪 塔
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125計＼
※()は 五輪塔 とみ られ る.
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七尾市小島町(A-2)で は大正(1912～26)の 初め頃まで土葬であり,当 時の墓(五 輪

塔,宝 筐印塔,カ オ墓(墓 じるし)が 現在 も残っている.

輪島市徳成谷内(B-16)で は五輪塔 とあり,同 市金蔵(B-13)で は古い家において五

輪塔の所 もある.

珠洲市宝立町(C-6)で は死体を土中に埋め,そ の上に墓標を立てアこが現在は火葬であ

る。 又同町一帯(C-1)に 亘 り文永(1264～75),文 明(1469～87)以 前のもので五輪

形式のものもあ り,目 印の石を乗せたものもある.

鹿島郡鹿西町(F-16)で は第一次墓地は明治(1868～1912)の 初め頃まであ り,地 蔵菩

薩を印としナこが現在は火葬であ り,石 塔である.

珠洲郡内浦町(H-2)で は五輪塔であるが,現 在は火葬である.珠 洲郡内浦町小木(H

-1)で は墓のまわ りに死者を埋め,埋 めつ くされるとその墓地を掘 り起し,そ れ らの骨

を中心の墓に入れていたのである.

5.埋 葬 後 い つ ま で第0次 墓 に 参 るか

6.ヒ キ バ カす る時期

7.両 墓 間 の 物 的 関 係

上 記3項 の 問 に対 して は,い ず れ も回 答 らし き もの は ない.

8.そ の他

(A-4)で は,火 葬 に した 後 骨 を墓 に 埋 葬 す る.(A-6)で は,第 一 次 墓 は部 落 よ

り300m背 後 に あ り,第 二 次 墓 は これ よ り約200m西 北 に あ って 今 は 私有 地 とな り墓 標 は な

い.と ころ ど ころ 畑 作 地 よ り白骨 を発 見 す る こ とが あ り,今 は地 目 の名 称 とし て残 存 す る

だ けで あ る.な お現 在 は全 部 火 葬 で あ る.(A-8)で は,没 後3日 目で 直 ち に 火葬 に し,

49日 間 の 中陰 まで 家 にお きそ の後 墓(通 称 ハ カ)に 収 め る.分 骨 を本 山へ 納 骨 す る のが 通

例 で,能 登 地 方 の真 宗 門 徒 の行 儀 に な って い る.分 骨 も本 来 信 仰共 同体 の共 同 意 識 か らな

され,今 日で もそ の 意 識 に立 って い る.(A-10)(大 体 石 川 県 地 方)は,火 葬 が 多 く,起

り も割 に 早 期 か らで あ る.明 治 以 後 は一 部 の 階 層(士 族 ・神 道)は 別 に し て,土 葬 に は制

限 が 加 え られ た よ うで あ る.(A-11)で は,火 葬 の 上 参 詣 墓 に投 入 され て い る.(A-12

で は,火 葬 に て単 一一の墓 所(一 家 につ き)の み で あ る.(A-13)で は,火 葬,中 陰法 要

終 了 後 に納 骨 す る.(A-15)で は,火 葬 納 骨 後毎 月 参 詣 す る.(A-16)で は,火 葬 に し

ナこ後 骨 を 自分 の家 の墓 に納 骨 し頭 骨 の一 部 を本 山 にお さめ る.(A-19)で は,火 葬 後 納

骨 す る.(A-20)で は,全 部 火 葬 に して 処 理 す る.

(B-2)で は,ラ ン トウ と俗 に い わ れ る墓 地 が あ る.(B-7)で は,家 で 葬 式 す

る.骨 は49日 後 に墓 へ 納 め る.墓 に は お盆 に参 る.場 所 は 自分 の土 地(畑,田,山)で あ

り定 ま っ て はい な い.(ii)で は,バ カ は各 家 の 裏 山か 自分 の 持 山 に あ る.(B-9)

で は,全 体 が火 葬 中 心 の た め 単 」 の墓 の み で あ る.(B-13)で は,土 葬 の所 もあ る.真

言 宗 の場 合.(B-15)で は,埋 葬 は現 在 殆 ん どな く火 葬 に し,中 陰 の 間仏 壇 に 安 置,後

バ カに 収 め る.

(C-2)で は,火 葬 後49日 過 ぎ る と,寺 の境 内(町 で は大 部 分本 堂 裏 に 墓 地 が あ る)

に あ る各 家 々 の 墓 に 納 骨 す る.な お 頭 骨 の 一部 を京 都東 本願 寺 や 大 谷 廟 所 へ 納 骨 す る.

(C-1)で は,以 前 は埋 葬 し 目じ るし の石 を のせ て お り,現 在 もそ の場 所 に 参 詣 す る.

(C-3)で は,市 営 の 火葬 場 が で き るま で部 落所 有 の 火葬 場 をサ ンマ イ と称 して い た.

又,墓 地 を以 前 は ラ ン トウ と も称 して い た が,現 在 は単 に ハ カ ・ボチ と呼 称 し て い る.
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(C-6)の 鵜飼地区は真宗である.火 葬にし墓に代々の骨を入れる.又,真 言宗では土

中に埋めその上に墓標を立てる.と い う二種類がある.い ずれ も近年は 皆 火葬にする.

(C-7)で は,火 葬場より持ち帰った骨を49日 の間家に置き墓に収める.な おここでは

火葬場のことをサンマイと古 くか ら呼んでいる.(C-8)で は,埋 葬墓 も参詣墓 も共同

で,分 離はしていない.(C-10)で は,檀 家の六部落(海 岸に三部落,山 の手に三部落,

距離にして4kmほ どはなれている)が,部 落の火葬場をサンマイと呼び,墓 はバカと呼

んでいる.近 年になっては部落のサンマイで火葬することが少なくなり,市 営の火葬場を

利用す ることが多くなっだ.バ カは自分の所有地か部落の共有地にある場合が多い.

(D-1)大 字一の宮は真言宗の家が多い.火 葬における二重葬法ある所がある.自 村

に参 り墓,遠 方の寺には本墓を持 っている.(・)で は,火 葬のほか 埋 葬 は一切な

く,通 称サンマイとは火葬場を意味し,参 詣す る対象ではな く,遺 骨は部落墓地で通称バ

カと称 され る各々の家所有の立形石墓に納め,お 盆に参る.(D-9)で は,火 葬後49日

か ら51日後で骨を墓に納める習慣が殆ん ど全部で,1人1基,又 は1家1基(表 に先祖代

々,又 は名号を記す)で ある.(C-10)で は,死 体は焼場(三 味)で 焼 き,骨 を墓の中

へ入れる埋葬墓である.

(E-X)で は,共 同火葬場で火葬にし,そ の遺骨を墓地に収める.(E-3)で は,

仏壇横にまつ り場 を設け,49日 間まつった後に墓へ納骨する.(E-4)で は,殆 んど火

葬後は墓に納骨する.各 家 ごとに墓がある.(E-5)で は,サ ンマイで死体を焼 き49日

叉は1周 忌 まで仏壇にまつ り,後 墓地に納骨す る.(E-7)で は,骨 を瓶に入れて埋め

るもの,南 無阿弥陀仏 と書いだ角形の石標の下の穴に骨を収めるものがある.(E-9)で

は,浄 土真宗系で死体は皆火葬にして墓に収めるのが普通で,火 葬にして残った白骨を墓

原の墓に納骨す る.ナこだこの寺では,今 か ら百年前に土葬しナこ墓があるが,こ れは高位の

住職の墓である.(E-10)で は,骨 にして49日 間若し くは77日 間が終ると納骨する.(1

年か ら3年 まで仏壇においているの もある.)墓 地は寺の後方に各家々の墓 を もっ て お

り,お 参 りす るのは8月 のお盆である.月 々の命 日(立 ち日)に 参詣するのもある・(E

-14)で は,火 葬 ・中陰後墓に骨を納める.(E-15)で は,死 体はすべて火葬にし,寺

の近 くの墓所へ納骨す る.火 葬場のことをベイショと呼んでいる.(E-16)で は,土 葬

は古 く,バ カ,バ カショ,ラ ントウバの名称だけ使用されている。(E-20)で は,納 骨

所へは毎年8月 に清掃しお参 りす る.(E-25)で は,葬 礼後にサンマイで火葬にしナこ骨

を家に持ち帰 り,供 養の後に先祖代々の墓に納める.(E-23)で は,共 同墓地に各自石

=塔を建て納骨する(火 葬後49日 で納骨).

(F-2)で は,土 葬がなく火葬で,墓 に骨を収める.墓 は古い ものは小 さく丁寧に作

られている.最 近は角形で三段積 となってい る.(F-4)で は,火 葬後数十 日後に墓に

入れる.墓 は1つ である.(F-7)で は,火 葬のみで,49日 忌法要後墓地に納骨しお盆

にお参 りするだけである.(F-9)で は,墓 は1つ で骨は死亡の日より49日までは・お

内仏(仏 壇)に 安置し,後 お墓に納める.そ の時,読 経す る。(F-11)で は,火 葬のみ・

(F-12)で は,真 宗門徒が多 く火葬を原則とし,火 葬後一定の期間(初 盆か ら三周忌頃

まで)仏 壇に骨を安置し,後 墓地に埋葬する形になってい る.骨 埋葬の墓地のことをバカ

といい,火 葬する場所をサンマイと呼称する.(死 体埋葬 と死者の霊をまつ る考え方は真

宗では行わず,こ こで も行わない.)(F-14)で は,真 宗のみで,火 葬後通常1～2年 遺

骨を仏壇に安置し,そ の後ハカに納骨し分骨は京都東本願寺に納めるのが一般である・

(G-1)で は,墓 地は1ケ 所であ り,全 部火葬だか ら先祖代々の墓で1軒 に1基 であ
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る.昔 は土 葬 に した 所 もあ っ たが それ で も墓 は1ケ 所 で あ る.

(H-1)で は,真 宗 で 古 くよ り火 葬 に し て墓 に入 れ る.

1

2

3

4

5

6

7

8

llf土 葬に関する具体例

第0次 墓の名称

第二次墓の名称

両墓の所在地

第一次墓の墓標の形式

埋葬後いつまで参るか(第 一次墓地)

ヒキバカする時期

両墓間の物的関係

その他

〔A-6〕

1.サ ン マ イ

2.ハ カ シ ョ

3.サ ン マ イ は部 落 よ り300m背 後,ハ カ

シ ョは サ ン マ イ よ り200m西 北

4.今 は 私有 地 とな り墓 標 な どは な い が,

畑 作 地 よ り白 骨 を発 見 す る こ とが あ る.

5.6.7.回 答 な し

8.地 目の名 称 とし て残 存 す るサ ンマ イは

往 古 土 葬 が あ っ た らし く,畑 作 地 よ り白

骨 を発 見す る こ と もあ る.今 は 私有 農 地

に な っ て い る.第 二 次 墓 地 に は石 塔 が あ

る.現 在 は全 部 火葬 で あ る.

〔A-2〕

1.サ ン マ イ,ノ バ カ,ス テ バ カ,マ ル

カ,そ の 他(カ ク シ バ カ)

2.ハ カ,ハ カ シ ョ,ヒ キ バ カ,タ ッ シ

ョ,マ イ リ バ カ.

3.七 尾 市 内,能 登 島,奥 能 登.

4.五 輪 塔,宝 籏 印=塔,サ オ,自 然 石.

5.大 正 初 め 頃 ま で.

6.昭 和 初 め 頃 ま で

7.燈 籠,火 起 石,沓 石 な ど 有 る.

8.回 答 な し.

〔B-11〕

1.イ ケ バ カ.

2.バ カ.

3.寺 か ら約100m離 れ た 山 中 に あ る.

4.死 者 を そ の ま ま ヒツギ に 入 れ 埋 葬 す

る.

5.百 回忌 ま で.

6.7.8.回 答 な し。

〔B-12〕

噌⊥

9
臼

0
δ

4

民
U

ρ
0

7
●

サ ン マ イ,そ の 他(火 葬 場)

ハ カ.

宅 地 よ り少 々離 れ ナこ所.

回答 な し.

参 らない.

お盆.

8.回 答 な し.

〔B-13〕

1.サ ン マ イ.

2.ハ カ.

3.旧 墓 と新 墓 が あ る.

4.古 い 家 で は五 輪 塔 の所 もあ る.

5.参 拝 す る.

6.夕 方.

7.別 に な い.

8.土 葬 の所 もあ る.真 言 宗 の場 合.

〔B-16〕

1.ノ バ カ.

2.バ カ シ ョ.

3.輪 島 市 町 野 町 徳 成 谷 内.
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4.五 輪 塔

5.末 代.

6.7.8.回 答 な し.

〔C-1〕

1.明 治 以前 は フ ンマ イ,ノ バ カ,イ ケ バ

カ,ウ メバ カが 相 当 数 あ った.

2.ハ カ.

3.珠 洲市 宝 立 町 鵜 飼 か ら宗玄0帯 に 亘

る.

4.文 永,文 明 以 前 の もの で 五輪 型 式 の も

の が あ る.

5.目 じ る しの石 を のせ,現 在 に 至 る も墓

参す る.

6.7.回 答 な し.

8.各 宗 派 に依 り異 な る.

〔D-2〕

噌⊥

9
臼

つ
0

」
4

F
O

ハ
0

イケ バ カ,そ の他(弘 恵 寺 堺 外墓 地)

回 答 な し.

羽咋 市 千 里 浜 町.

回 答 な し.

先 祖 代 々命 の あ る限 り.

7.8.回 答 な し.

〔D-5〕

1.ウ メバ カ(当 地 で は サ ン マ イは 火葬 場

を さす 名 称 で あ る.)

2.そ の他(ハ イ塚 とい う,特 に 日蓮 宗)

3.日 蓮 宗 で は本 墓 は 檀 家 寺 に作 り,ハ イ

塚 は部 落 共 有 墓 地.

4.回 答 な し.

5.49日 後.

ρ
0

7
5

0
6

骨 を ひ ら うと同時.

回 答 な し.

遂 次 単0墓 の み に改 ま って 来 ナこ.

〔F-16〕

1.ミ バ カ.

2.3.回 答 な し.

4.明 治 初 め まで 地 蔵 菩 薩 を印 と し,現 在

は 福 縁 寿 が 印 とな って い る.

5.い つ まで も(何 代 後 で も先 祖 として 参

る)

6.7.回 答 な し.

8.第 一 次墓 地 は 明 治初 め 頃 ま で 行 わ れ,

そ れ 以 後 は 火葬 の 後 墓 標 の 中 に 納 骨 す

る.

〔F-6〕

1.ノ ボ チ.

2.ハ カ シ ョ.

3.山.

4.回 答 な し.

5.年1回 旧 盆 に 参 る.

6.7.8.回 答 な し.

〔H-2〕

噌
⊥

n乙

0
0

」4

5

ρ0

イ ケ バ カ.

マ イ リバ カ.

山.

五 輪 塔.

永 久.

7.8.回 答 な し.

あ と が き

今回のアンケー ト調査は,す べての寺院か ら回答があったのではないが,一 般的な動向

は把握し得た と思 う.

まず今回調査の第一次墓地の名称については,火 葬場のことをサンマ イと呼んでいる地

域が意外に多かった.第 二次墓地の名称については,単 にハカと呼んでいる地域が多いの

がわかった.墓 の所在地については,共 同墓地が多 く挙げ られたが,あ る時期に私有地に

変わっていた地域 もあった.第0次 墓の墓標の形式については,回 答が少なかった.埋 葬

後いつまで第0次 墓に参るか.ヒ キバカする時期.両 墓間の物的関係については,い ずれ

も回答 らしきものはなかっ1こ.そ の他については,火 葬に伴 う葬儀が挙げ られていた.土
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葬に関する資料の中では,第 一一次墓地のことを,サ ンマ イ,ノ バカ,ス テバカ,マ ルカ,

カクシバカ,イ ケバカ,ノ ボチ,な どと呼んでいること.ま た(A-2)で 大正の初め頃

まで土葬が行われていて,現 在 も当時の墓が残 っていることや,(A-6)で は,地 目の

名称 として残存するサンマイは往古土葬があった らしく,畑 作地より白骨を発見すること

もある,と 回答されている.ま た第二次墓地のことを,バ カショ,バ カ,ヒ キバカ,タ ッ

ショ,マ イリバカと呼ばれていることか ら,過 去に両墓制が行われていた ことがわか る.

これ らの結果に基づき,今 後葬制の面か らも十分なる現地調査を行い,能 登半島における

両墓制を探る必要がある.前 にも挙げだが,能 登地方の民俗性か ら考えて,能 登の漁港及

び漁場における風位名などにも注意し調査を進めるのが今後の課題である.

調査箇所及び地域

翫 調査箇所 地 域 晦 羅 箇酬 地

A-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

域

安 楽 寺

印 勝 寺

光 徳 寺

西 休 寺

西 勝 寺

聖 安 寺

常 通 寺

常 福 寺

長 楽 寺

徳 翁 寺

頓 徳 寺

宝 憧 寺

本 竜 寺

妙 国 寺

龍 門 寺

信 行 寺

養 泉 寺

広 玄 寺

西 方 寺

法 広 寺

照 福 寺

聖 光 寺

浄 明 寺

真 照 寺

善 竜 寺

長 楽 寺

常 田 寺

仏 照 寺

霊 泉 寺

蓮 江 寺

岩 倉 寺

円 徳 寺

金 蔵 寺

光 顕 寺

七尾市 鍛治

〃 小島

〃 馬出

〃 相生

〃 相生

〃 岡

〃 小 島

〃 相生

〃 郡

〃 小島

〃 飯 川

〃 小島

〃 郡

〃 小島

〃 小島

〃 和倉

〃 石崎

〃 庵

〃 庵

〃 鵜浦

輪島市 石休場安

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

輪島崎

輪島崎

宅田

河井

新橋通

小伊勢下山下

興徳寺

輪島崎

河井

西時国

金蔵

金蔵

鈴屋

F
O

ハ0

7
8

nO

-
↓

1
⊥

-
↓

■
⊥

C-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D

-
↓

9
臼

90

4

FO

ρ0

E

正 願 寺

天 王 寺

照 光 寺

林 敬 寺

覚 性 寺

光 行 寺

西 光 寺

西 勝 寺

千 光 寺

専 行 寺

宝 林 寺

法 住 寺

妙 厳 寺

光 楽 寺

広 栄 寺

願 正 寺

弘 恵 寺

光 源 寺

西 光 寺

正 覚 寺

正 福 寺

浄 証 寺

専 隆 寺

長 松 寺

永 光 寺

福 善 寺

安 楽 寺

延 命 寺

願 龍 寺

西 教 寺

浄 源 寺

専 長 寺

輪島市 金蔵
〃 徳成谷内

〃 渋田

〃 名舟

珠洲市 宝立町宗玄
〃 蛸 島

〃 正院

〃 飯 田

〃 正院

〃 宝立町鵜飼

〃 若 山大坊

〃 宝立町春 日野

〃 宝立町鵜飼

〃 本

〃 大谷

羽咋市 円井
〃 中央

〃 下 曽弥

〃 鹿島路

〃 寺家

〃 中央

〃 千路

〃 吉崎

〃 飯 山

〃 本江

〃 神子原

志賀町 二所宮

〃

〃

〃

〃

〃

浜

浦

垣

棚

代

高

百

倉

ヒ

神
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翫 調査箇所 地 域 Na調 査箇所

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

-
-

9
臼

∩」

4

F

明 蓮 寺

来 入 寺

広 覚 寺

康 順 寺

浄 法 寺

徳 照 寺

本 隆 寺

永 誓 寺

万 福 寺

常 徳 寺

浄 願 寺

妙法輪寺

仰 信 寺

専 勝 寺

専 勝 寺

明 円 寺

唯 徳 寺

臨 永 寺

明 覚 寺

安 養 寺

山 田 寺

円 正 寺

浄 顕 寺

志賀町 長沢
〃 上棚

〃 里木江

〃 相神

〃 田中

富来町 領家

〃 地頭

〃 大福地

〃 風無

〃 鹿頭

押水町 北川尻
〃 麦生

志雄町 出浜
//

//

ii

//

ii

//

浦

瀬

浪

浦

川

瀬

子

柳

敷

子

聖

向

鳥屋町 良川
〃 良川

鹿西町 金丸
〃 金丸

地 域

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

一G

-
⊥

9
白

0
0

一H

本 工 寺

常 光 寺

専 通 寺

東 光 寺

忍 性 寺

願 成 寺

託 善 寺

明 泉 寺

瑠 泉 寺

宿 善 寺

宗 貞 寺

長 楽 寺

回 向 院

長 願 寺

長 楽 寺

長 竜 寺

宝 蔵 寺

善 行 寺

超 願 寺

法 融 寺

大 泉 寺

弥 勒 院

鹿西町 西馬場

中島町 田岸
ii

//

//

//

鹿島町 最勝講
〃 尾崎

〃 小竹

田鶴浜町 伊久留
〃 高田

鹿西町 能登部下

町

田

川

江

上

浜

土

久

能都町 宇出津
ii

ii

//

//

門前町 皆月
〃 皆月

真脇

宇出津

山田

鵜川

内浦町 小木
〃 満泉寺

〃 宮犬


